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規 則

北海道税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第５１号

北海道税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則
北海道税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則（昭和３５年北海道規則第１００号）の一部
を次のように改正する。
第４条第１項中「部局の所管区域」の次に「（総合振興局長又は振興局長（以下「総合振
興局長等」という。）が当該総合振興局又は振興局の所管区域以外の区域に係る事務を所掌
している場合であって当該事務に関し収入金を徴収するときは、当該所管区域以外の区域を
含む。以下同じ。）」を加え、「支庁以外」を「総合振興局又は振興局（以下「総合振興局
等」という。）以外」に、「所管する支庁の」を「所管区域とする総合振興局等の」に、
「所管する支庁長」を「所管区域とする総合振興局長等」に改め、「支庁長の所管に属する
出先機関の所掌に係る収入金の徴収にあっては当該滞納者の住所地を所管する出先機関の属
する支庁長、」を削り、「知事」を「、知事」に改め、同条第２項中「所管する支庁長」を
「所管区域とする総合振興局長等」に改め、「支庁長の所管に属する出先機関の所掌に係る
収入金の徴収にあっては当該滞納者の財産の所在地を所管する支庁長、」を削り、「知事」
を「、知事」に改め、同条第３項中「支庁以外」を「総合振興局等以外」に、「支庁長」を
「総合振興局長等」に改める。
第５条中「支庁長」を「総合振興局長等」に改める。
第６条の次に次の１条を加える。
（滞納処分執行者証）
第６条の２ 条例第６条第２項に規定する滞納処分のため財産の差押えを行う職員（以下

「執行者」という。）であることを証明する証票は、別記第２号様式の２とする。
２ 証票は、知事又は部局長が交付するものとする。
３ 執行者は、証票を亡失したときは、直ちに当該証票を交付した知事又は部局長に届け出
なければならない。
４ 執行者は、その身分を失ったときは、直ちに証票を当該証票を交付した知事又は部局長
に返還しなければならない。
別記第１号様式（裏面）注意２の事項を次のように改める。
２ この督促状に指定した期限後に納めるときは、滞納金額（その金額に１，０００円未満の端
数があるとき、又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を
切り捨てます。）に、その納期限の翌日から納めた日までの期間の日数に応じ、年１４．６
パーセント（当該納期限の翌日からこの督促状に指定した期限までの期間については、年
７．３パーセント（当該期間の属する各年の前年の１１月３０日を経過する時における日本銀行
法第１５条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセントの
割合を加算した割合が年７．３パーセントの割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割
引率に年４パーセントの割合を加算した割合（その割合に０．１パーセント未満の端数があ
るときは、その端数を切り捨てます。）））の割合を乗じて計算して得た金額を延滞金と
して納めてください。ただし、延滞金の確定金額に１００円未満の端数があるとき、又はそ
の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額については納める必要が
ありません。
別記第２号様式中
「

年 月 日
北海

様

道知事（部局長） � 及び

」
「

年 月 日
北 海

様

道 知 事 （部 局 長） � を

」
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「

様

第 号
年 月 日

北海道知事（部局長）
」

に改める。

別記第２号様式の次に次の１様式を加える。

別記第２号様式の２（第６条の２関係）

第 号
滞納処分執行者証

所 属
職 名
氏 名

年 月 日生
年 月 日交付

上記の者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の３第３
項の規定による税外収入金の滞納処分のため財産の差押え、質問、検
査又は捜索を行うべき命令を受けた職員であることを証明します。

北海道知事（部局長）�

写真ちょう付欄

縦 ６センチメートル

横 ９センチメートル

別記第２３号様式中「�」を「�」に、「なくて」を「なく」に、「あったから」を「あっ
たので」に、「を科します」を「に処します」に改める。

附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この規則による改正後の北海道税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則別記第１号様

式の規定は、この規則の施行の日以後に発せられる納入通知書に係る収入金の督促につい

て適用し、同日前に発せられた納入通知書に係る収入金の督促については、なお従前の例

による。
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